
秘密保護法の成立強行に抗議しその廃止を求める声明 

 

１ 国会周辺を埋めつくした多くの人びとの抗議の声に包まれる中、自民公明両党は参

議院本会議で秘密保護法案の可決を強行した。私たちは数の力で民主主義を圧殺する

このような暴挙に厳重に抗議する。 

わずか１５日間のパブコメの募集に９万を超えるコメントが寄せられ、その８割が

反対、という結果を全く無視して法案が衆議院に提出されたのが１０月２５日、審議

入りが１０月２５日、その約２０日後の１１月２６日に衆議院で強行可決、そのわず

か１０日後に参議院で強行可決、という拙速ぶりは、異常というほかはない。 

２ この法案には、学界、法曹界、マスコミ、労働団体、女性団体、医療界、映画・演

劇・音楽関係者など、あらゆる分野の人びとから反対の声があがった。アメリカのマ

スコミや国連の人権高等弁務官が懸念を表明するなど国際的にも批判が広がった。日

比谷野音での１万人の集会、６０００人のヒューマンチェーン等々、抗議の人並みは

連日増え続けた。 

国会の審議では政府の答弁が二転三転し、福島での公聴会では陳述者７名全員が反

対又は慎重意見を述べ、法案の「修正」をした野党自身が採決に加わらないなど、到

底可決できる状況ではなかった。 

にもかかわらず強引に成立を強行したのは，反対世論の高まりをおそれたものであ

り、石破自民党幹事長の「テロ」発言は政権側の本音と焦りのあらわれとみられる。 

３ この法律は、２００７年８月に日米で締結したＧＳＯＭＩＡ（軍事情報包括保護協

定）を受けたものであり、先に設立した国家安全保障会議設置法と一体となったもの

である。安倍政権が次に成立を目論んでいる国家安全保障基本法案では集団的自衛権

の行使が前提となっており、アメリカと一体となって世界中で戦争をする国づくりを

完成させようとするものである。それだけに安倍政権は国民の世論に反してでも成立

を強行しなければならなかったものである。 

私たちはこのような憲法９条を乱暴に踏みにじるやり方を決して許すわけにはいか

ない。 

秘密保護法の施行日は、一部の条項を除いて、１年以内の政令で定める日とされて

いる。私たちは、秘密保護法の施行を許さず、法律の廃止を求めるたたかいを続けて

いく。同時に、国家安全保障基本法案の国会上程を許さず、集団的自衛権の行使を容

認する動きをやめさせるため、さらに広範な世論を結集していく決意である。 
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